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※ 有期契約労働者は、下記の要件を満たせば取得可能
① 同一の事業主に引き続き１年以上雇用
② 取得予定日から起算して93日を経過する日から６か月を経過する日まで

の間に、労働契約（更新される場合には、更新後の契約）の期間が満了
することが明らかでないこと

（概要）対象家族１人につき、通算93日の範囲内で合計３回まで
取得可

（趣旨）家族が介護に関する長期的方針を決めることができるよ
うになるまでの期間の緊急的対応措置として、介護の体制を構
築するための休業と位置づけられている※

介護休業

育児・介護休業法の概要

（概要）対象家族の介護や世話をする場合に、年５日（対象
家族が２人以上であれば年10日）を限度として取得可
１日又は半日単位で取得可。

（趣旨）介護保険の手続きや対象家族の通院の付き添いなど
に対応するためのものとして、日常的な介護のニーズに
対応するためにスポット的に対応するものと位置づけら
れている

介護休暇

・介護を行う労働者が請求した場合、
－所定外労働を制限
－月24時間、年150時間を超える時間外労働を制限
－深夜業（午後１０時から午前５時まで）を制限

所定外・時間外労働・深夜業の制限

・介護を行う労働者について、３年の間で２回以上利用
できる次のいずれかの措置を義務づけ
①短時間勤務制度 ②フレックスタイム制
③始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ ④介護費用の
援助措置

短時間勤務の措置等

・事業主が、介護休業等を取得したこと等を理由として
解雇その他の不利益取扱いをすることを禁止

・事業主に、上司・同僚等からの介護休業等に関するハ
ラスメントの防止措置を講じることを義務付け

不利益取扱いの禁止等

・苦情処理・紛争解決援助、調停
・勧告に従わない事業所名の公表

実効性の確保

（概要）介護休業期間中に休業開始前賃金の67％に相当する額
を支給

（趣旨）労働者が介護休業を取得しやすくし、職業生活の円な
継続を援助、促進するために介護休業給付を支給する

介護休業給付金

＜通算93日 ３回まで分割可能＞

＜年５日（２人以上だと年10日）＞

＜３年の間で２回以上＞

＜介護休業期間中＞

＜介護中＞



仕事と介護の両立支援対策の全体像
○ 働き盛り世代の家族介護者は、今後急増。
○ 介護は育児と違って介護対象者の容態が様々であり、ケアすべき期間が不明確である等先の見通しが立てにくい。
○ 企業で中核を担っている人材が介護に直面するケースが多く、離職による補充が困難。
⇒ 個々の労働者の仕事と介護をめぐる状況に適した支援を行い、離職せずに働き続けられる環境整備が必要。

＜法律に基づく両立支援の取組＞

○ 介護休業制度
・ 対象家族１人につき、通算93日の範囲内で合計３回まで休業可。

○ 介護休暇制度
・ 介護等をするため年５日（対象家族が２人以上であれば年10日）を限度として取得可（１日又は半日単位）

○ 介護のための所定労働時間の短縮措置、所定外労働の制限等
・ 対象家族１人につき、介護のためのいずれかの措置（※）を講ずることを事業主に義務づけ

※ ①所定労働時間の短縮措置、②フレックスタイム制度、③始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ、
④労働者が利用する介護サービス費用の助成その他これに準じる制度

・ 対象家族１人につき、介護の必要がなくなるまで、残業の免除が受けられる制度を事業主に義務づけ
○ 介護休業を取得したこと等を理由とする不利益取扱いの禁止

仕事と介護の両立支援制度の整備（育児・介護休業法）

助成金等を通じた事業主への支援

介護休業中の経済的支援（雇用保険法）

○ 両立支援等助成金（介護離職防止支援コース）の支給
○ 「介護支援プラン」の策定・利用支援

○ 仕事と介護の「両立支援対応モデル」の策定、普及

○ 介護休業を取得した雇用保険被保険者に対し、介護休業給付金（賃金の67％相当）を最大で93日分支給。

＜両立支援制度を利用しやすい職場環境づくり＞

介護支援プラン：介護に直面する労働者を対象として、個々に両立支援の取組を行うために事業主が作成する、
介護休業の取得及び職場復帰を円滑にするための措置（業務の整理・引継ぎ等）を定めたプラン

【都道府県労働局による指導等】
・苦情処理、紛争解決援助、調停
・報告の徴収、助言、指導、勧告
・規程整備の支援 等



改正内容 改正前 改正後

１
介護休業（93日：介
護の体制構築のための
休業）の分割取得

原則１回に限り、
93日まで取得可
能

取得回数の実績を踏まえ、介護の始期、終期、その間の期間にそれぞれ対応する
という観点から、対象家族１人につき通算93日まで、３回を上限として、介護休
業の分割取得を可能とする。

２

介護休暇（年５日）の
取得単位の柔軟化

１日単位での取
得

半日（所定労働時間の２分の１）単位の取得を可能とする。
＜日常的な介護ニーズに対応＞
子の看護休暇と同様の制度

３

介護のための所定外労
働の免除（新設）

なし 介護終了までの期間について請求することのできる権利として新設する。
＜日常的な介護ニーズに対応＞
・当該事業主に引き続き雇用された期間が１年未満の労働者等は、労使協定によ

り除外できる。
・１回の請求につき１月以上１年以内の期間で請求でき、事業の正常な運営を妨

げる場合には事業主は請求を拒否できる。

４

介護のための所定労働
時間の短縮措置等（選
択的措置義務）

介護休業と通
算して93日の
範囲内で取得
可能

介護休業とは別に、利用開始から３年間で２回の利用を可能とする。
＜日常的な介護ニーズに対応＞
事業主は以下のうちいずれかの措置を選択して講じなければならない。（措置内容は現行と同
じ）

①所定労働時間の短縮措置（短時間勤務）②フレックスタイム制度
③始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ
④労働者が利用する介護サービス費用の助成その他これに準じる制度

５
介護休業給付の給付率
の引上げ

賃金の40% 67%に引上げを行う。

仕事と介護の両立支援制度の見直し仕事と介護の両立支援制度の見直し（平成29年1月1日施行）

○ 介護が必要な家族を抱える労働者が介護サービス等を十分に活用できるようにするため、介護休業や柔軟
な働き方の制度を様々に組み合わせて対応できるような制度の構築が必要。

○介護休業等の対象家族の範囲の拡大【省令事項】
同居・扶養していない祖父母、兄弟姉妹及び孫も追加。
（現行：配偶者、父母、子、配偶者の父母、同居かつ扶養

している祖父母、兄弟姉妹及び孫）

○介護休業等の対象となる「常時介護を必要とする状態」の
見直し【通達事項】
①介護保険の要介護２以上又は②新たに策定した一定の症状

に該当する場合を対象とする。
（現行：一定の症状に該当する場合を対象）

＜改正内容＞介護離職を防止し、仕事と介護の両立を可能とするための制度の整備

＜改正の主旨＞



介護離職を予防するための両立支援対応モデルの普及促進

○ 家族の介護・看護を理由とする離職者は年間約１０万人。
○ 仕事と介護を両立することについて「不安を感じる」労働者は７割以上にのぼる。

具体的な不安として、「介護保険制度や両立のための仕組みがわからない」「勤務先の両立支援制度がわか
らない」「将来の見通しが立てられない」などが上げられている。

○ これに対して、従業員の仕事と介護の両立の実態について「把握していない」企業が半数近くを占める。

➜企業における両立支援の取組を推進するため、「両立支援対応モデル」を策定し、普及促進を図る。

【両立支援対応モデル】
１ 従業員の仕事と介護の両立に関する実態把握
従業員が抱えている介護の有無や、公的な介護保険制度・

自社の介護休業制度などの理解度について、アンケート調査
などで把握する。

２ 制度設計・見直し
上記１の結果を踏まえ、自社の介護休業等の制度が「法定

基準を満たしているか」「周知されているか」「利用要件や手続
きは分かりやすいか」「ニーズに対応しているか」などの観点
から点検し、見直しを行う。

３ 介護に直面する前の従業員への支援
従業員に対して、仕事と介護の両立に関する心構えや基本

的な情報を、社内研修の実施やリーフレットの配布などにより
提供する。

４ 介護に直面した従業員への支援
介護に直面している従業員に対して、自社の両立支援制度

の利用支援や、相談しやすい体制の整備、地域の介護サービ
スの利用支援などを行う。

５ 働き方改革
介護のために時間制約がある従業員でも就業継続できるよ

う、残業時間の削減や年次有給休暇の取得促進、お互い様と
支援しあえる職場風土づくりに取り組む。



中小企業における「介護支援プラン」の策定支援について

◆ 労働者が介護をしながら安心して働き続けられるためには、職場環境の整備が重要

◆ 特に、介護休業制度の規定整備率が大企業に比べて低い等、課題が大きい中小企業に対するきめ細かい支援が重要

→中小企業における取組を進めるため、「介護支援プラン」の策定・利用を支援

「介護支援プラン」とは

中小企業が、介護に直面した従業員を対象として、個々に両立支援の取組を行うためのプラン

＜プランに記載する取組内容の例＞
（想定ケース）
・父親が脳卒中で入院 → 退院後、在宅介護
・入院中は付き添いのため定時退社 → 退院後は介護の体制構築まで介護休業
・介護休業から復帰後、朝のデイサービスへの送迎のため、始業時刻を繰り下げる

平成○年○月
・管理職から職場のメンバーに対象従業員が
今月は定時退社すること、その後に介護休業
を取得することを周知する

平成○年○月
・対象従業員の業務棚卸しを行い、不要不急
の業務を廃止・縮小し、定時退社できる環境
を整備する

平成○年○月
・休業中のカバー体制を検討し引継者への引
き継ぎを行う

平成○年○月
・対象従業員が事情により毎日始業時刻を繰り下げることを
職場に周知する

平成○年○月
・不在時間帯のフォロー担当者による対応方法を決め業務引
継書を作成する

平成○年○月
・フォロー担当者に、不在時間帯の対応方法を説明し、必要な
引継を行う

[ 休業から復帰後のプラン][ 介護休業取得までのプラン ]

プラン策定に係る支援（31年度）

○企業向けセミナーの開催
プランの策定・取組や両立支援対応モデルの活用による、

企業における仕事と介護の両立支援を普及促進するための
セミナーを開催

○助成金の支給
両立支援等助成金（介護離職防止支援コース）の支給

○プラン策定マニュアル及び
「介護離職を予防するための両立支援対応モデル」の周知

○ 「介護プランナー」によるコンサルティング
企業における雇用管理のノウハウを持つ「介護プランナー」が、希望に
応じて企業を訪問し、プランの策定方法を無料でアドバイス
（全国に「介護プランナー」を展開）



両立支援等助成金（介護離職防止支援コース）

介護離職ゼロの実現のため、「介護支援プラン」を策定し、プランに基づき労働者の円滑な介護休業の取得・復帰に取り組ん
だ中小企業事業主、または仕事と介護との両立に資する制度を導入し、利用者が生じた中小企業事業主に助成金を支給する。

B:介護制度

原
職
等
復
帰

B申請

平成31年度予算額 3.5（6.4）億円（雇用勘定）

A:介護休業を取得した場合
（合計14日以上）

B:介護両立支援制度の場合 （合計42日以上の利用等） 制度利用
後1か月

→継続雇用３か月

※ < >内は、生産性要件を満たした場合の支給額。

A：介護休業

A①
申請

就業規則等への
明文化・労働者
への周知

介護に直面する
労働者の発生

＜平成31年度改正の主なポイント＞
◆大企業への助成を廃止し、中小企業事業主への助成に特化。さらに、１中小企業事業主当たり１年度５人まで受給できるよう、支給上限を拡大。
◆介護休業について休業取得時・職場復帰時の計２回支給とすることや、介護両立支援制度について在宅勤務等制度メニューを拡充。
◆申請前の環境整備や介護支援プラン作成の負担を軽減し、手続を大幅に簡素化。

●支給額 取得時 28.5万円＜36万円＞
復帰時 28.5万円＜36万円＞

●対 象 １中小企業事業主当たり
１年度５人まで

【支給要件】
① 休業取得時：
介護支援プランを策定し、プランに基づき対象労働者に

合計14日以上の介護休業を取得させた中小企業事業主に
支給。
② 職場復帰時：
①の対象労働者が同プランに沿って原職等に復帰させ、

３か月間継続雇用した中小企業事業主に支給。

●支給額 28.5万円＜36万円＞
●対 象 １中小企業事業主当たり

１年度５人まで

【支給要件】
以下①～⑧に挙げる制度（介護両立支援制度）を導入

し、介護支援プランに沿って一定要件以上利用（合計42
日以上の利用等）させた中小企業事業主に支給。
＜制度のメニュー＞

① 所定外労働制限制度 ② 時差出勤制度
③ 深夜業制限制度 ④ 短時間勤務制度
⑤ 介護のための在宅勤務制度
⑥ 法を上回る介護休暇制度（有給かつ時間単位取得可）
⑦ 介護のためのフレックスタイム制度
⑧ 介護サービス費用補助制度

A②
申請

介
護
支
援

プ
ラ
ン
策
定

↑休業取得（又は制度利用）と同時並行でも可

～支給までの流れ（イメージ）～

※支給期間は、2020年度までを目途に集中的に実施。

New!

取得時と復帰時の計２回支給
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